
・文書管理及び下水道庶務に関すること。
・諸規則等の制定及び改廃に関すること。

・下水道事業中長期計画等の作成に関すること。
・下水道事業の予算及び決算に関すること。
・下水道使用料の調定、収納に関すること。
・受益者負担金・分担金の賦課・徴収・滞納整理に関すること
・起債事務及び一時借入金に関すること。
・補助事業及びその他事業の事務処理に関すること。
・建設事業及び庁舎、施設の管理契約事務に関すること。
・下水道普及率等の調査及び促進に関すること
・水洗化促進事業補助金（利子補給制度）に関すること。
・排水設備設置工事に関する各種申請・届出に関すること
・排水設備指定工事店の申請手続きに関すること。
・職員の給与、職員手当等に関すること。
・浄化槽設置整備事業補助に関すること。
・浄化槽整備推進モデル地区事業に関すること。

・下水道事業の整備計画、設計、施工に関すること。
・受託工事、補償工事の調査、設計、連絡調整に関すること。
・供用開始の告示に関すること。
・長寿命化計画の策定に関すること
・庁舎の維持管理に関すること。
・公共下水道事業の再評価及び計画（認可）変更に関すること。
・下水道台帳の修正、整備及び保管に関すること。
・下水処理施設等の維持管理等に関すること。
・下水処理施設等の包括的民間委託に関すること。
・下水処理施設等の整備、改修計画・設計・施工に関すること。
・下水道管渠の維持管理及び補修に関すること。
・下水道の水質試験及び水質管理に関すること。
・下水道公共桝の設置に関すること。
・排水設備の審査及び検査、確認及び浄化槽設置の設置確認に関すること。
・雨水対策事業について
・関係機関等のアンケート、調査報告に関すること。

下水道施設担当　　職員：５名

氷見市建設農林部　上下水道課　（組織及び業務の概要）

上水道施設担当　職員：４名、パート：２名

上水道経営企画担当　職員：２名、臨職：１名

下水道担当

上水道担当

市　長 建設農林部長 上下水道課長

・業務統計に関すること。

・経営の基本計画に関すること。

・国・県要望及び関係機関との連絡調整に関すること。

・簡易専用水道及び貯水槽水道に関すること。
・指定給水装置設置工事事業者の指定に関すること。

・県企業局との受給協定に関すること。

・予算及び決算事務に関すること。
・諸規則等の制定及び改廃に関すること。
・公印に関すること。

・資産の取得及び処分に関すること。
・起債事務及び一時借入金に関すること。
・補助事業及びその他事業の事務処理に関すること｡
・建設事業等の契約事務に関すること。
・資金計画及び運用に関すること。

・中央監視システムの運転及び受水量の調整に関すること。

・試算表及び収入実績表に関すること。
・給与、手当及び旅費等に関すること。
・庶務に関すること。
・文書の収受に関すること。

・設備拡張事業の設計、施工に関すること。
・増補改良事業の設計、施工に関すること。
・老朽管更新事業の設計、施工に関すること。
・上水道施設の維持管理及び補修工事に関すること。
・上水道管路維持管理委託業務の指導監督に関すること。
・上水道施設の台帳整備、保管に関すること。

・給水装置開始届等の各種届に関するここと。

・上水道管路の維持管理及び洗管業務に関すること。
・管路情報管理システムの設計・管理に関すること。
・水質の保全及び検査に関すること。
・給水工事の審査及び検査、給水台帳の整備に関すること。
・上中簡易水道事業の整備計画に関すること。
・漏水修理積算資料作成に関すること。

営業担当　職員：１名、委託：３名、検診員：１９名

・漏水防止計画に関すること。
・設計積算システムに関すること。

・上下水道料金の収納及び滞納処理に関すること。
・収納取扱金融機関との連絡調整に関すること。
・上水道の普及促進に関すること。

・メーター器の更新及び在庫管理に関すること。
・水道料金等減免申請の受付に関すること。
・検針業務及び検針機器の保守管理に関すること。
・電算業務及び電算機器の保守管理に関すること。

・国、県要望及び関係機関との連絡調整に関すること。

下水道経営企画担当　職員：４、臨職：１名


